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１ 目的 

本市における環境保全の推進及び脱炭素社会の構築に向け、本市が率先して行う取り組みの一環

として、導入する自動車の走行時における脱炭素化を図るために満たすべき環境性能を定めるもの

とする。 

 

２ 定義 

「電動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッ

ド自動車、水素自動車をいう。 

 

３ 対象 

本市（市長部局及び企業局等）が導入する全ての自動車（以下「公用車」という。） 

   

４ 基本方針 

公用車については、代替可能な電動車等がない場合を除き、原則電動車等を導入するものとする。 

 

５ 自動車の選定 

（１）自動車の選定は本方針に則って行うものとする。 

（２）自動車の選定にあたっては、環境局と事前に協議を行うものとする。 

 

６ 適用 

この方針は令和５年４月１日から適用する。 

 

７ その他 

（１）導入する自動車の種類については、開発動向や国の規制等を踏まえ、適宜必要な見直しを

行うものとする。 

（２）本方針の取扱いについては、別途定める。 

 


